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アダム・スミスにおける貧困対策問題

野　　原　　慎　　司

I　は じ め に

アダム・スミスは，18世紀のイングランド
において貧困救済の主翼を担っていた救貧法に
ついて，その是非や改革をめぐって当時論争に
なっていたにも関わらず，貧困対策をどうすべ
きかについて沈黙を貫いている．後述のよう
に，救貧法に基づく貧民への給付の前提として
導入されている，貧民への居住地への登録を要
請する定住法について，移動の自由を奪うもの
として『国富論』において徹底的に批判してい
ることを考えると，救貧法へのスミスの沈黙は
不可解でさえある．
これは，部分的には，貧困の解消のために
は，市場メカニズムによる労働力需給の調整に
よる労働者への雇用の提供をスミスが想定して
いたことに基づくが，救貧対策としての市場メ
カニズムについては研究上の議論となってい
る．社会史的立場から E・P・トムスンは，貧
民への分配を軽視し市場メカニズムを重視し，
短期の貧民の困窮に対して，長期の市場調整と
いう対処策しか示さなかった絵空事の理論とし
て，スミスを批判する．1） トムスンの基本的な
立場は，食糧暴動は，為政者がパンの価格の設
定，貧民への優先的なパンの配分，困窮時の分
配に携わる「父権主義的」伝統を前提とした上
での，困窮への本能的反応というよりも政治的
かけひきの反応であるとした．こうして，市場
メカニズムとは異なる独自の財再分配のメカニ
ズムであるモラル・エコノミーの存在を主張す
る．2） これに対して，ホントとイグナティエフ
は，スミスが市場という解法を，モラル・エコ
ノミーと経済学の対立という図式で理解するの

は正しくなく，実際にはスミスをはじめ経済学
者も貧困解消を重視しており，かつモラル・エ
コノミーの側も経済学的に議論することができ
たのであり，貧困解消をめぐる市場メカニズム
か統制かをめぐる論争は，「大衆とスミスとを
分かったのと同じくらい，哲学者や経済学者を
その内部で深く分断した」ということであっ
た．したがって知識人と民衆の対決というトム
スンの図式を批判した．3） ただし，別の研究で
はスミスは，労働する貧民が人々の大部分を占
めていた当時の現実を念頭に置きながら，貧民
の境遇改善を目的としており，経済学は彼に
とってその手段にすぎず，経済学は境遇改善と
いうモラル・エコノミーの一部をなすにすぎな
いとして，経済学とモラル・エコノミーの対比
が批判されている．4） なお，この点に関連し
て，当時貧民救済上の最重要問題であった穀物
論（あるいは穀物論争）について，スミスがど
のような立場をとったかについての議論もされ
てきたが，5） 本稿は穀物論争については取り扱
わない．
近年のスミス研究においては，スミスにおけ

る市場メカニズムによる貧民への雇用の提供
は，配分的正義をスミスが無視したのではな
く，むしろ分配的正義に相当する（あるいは
取って代わるもの）であることを意味するとの
主張もなされている．6） 配分的正義とは，所有
権や契約の保護など，他者からの不当な侵害の
防止を柱とする交換的正義に対して，ふさわし
き人にふさわしいものを分配する正義であり，
貧民への救済的分配を含意する．
ただ，この解釈にも難点がある．スミスにお

いて市場メカニズムは貧者への実質的分配を伴
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うものであった．富者の「奢侈ときまぐれ」か
ら，貧者は「生活必需品のその分け前を引き出
す」のであり，富者は，「見えない手に導かれ
て，大地がそのすべての住民のあいだで平等な
部分に分割されていたばあいに，なされていた
のとほぼ同一の，生活必需品の分配をおこなう
の」である．7） すなわち，富者による消費は，
貧民への雇用の提供につながっているというこ
とである．ただし，スミス自身は，交換的正義
を強制的な履行を人々に要求できる「完全権」
と規定する一方で，配分的正義はそのように強
制することはできず人々の自由に任されるもの
であり，「諸法の管轄下にないために良俗の体
系 a system of morallsに属する」と述べ，8） 配
分的正義の領域は，『国富論』をも含むスミス
の自然法学体系に含まれるのではなく，『道徳
感情論』の世界の問題だと述べているのであ
る．9） （前述の研究に見られるような）市場メカ
ニズムが分配的正義を代替する『国富論』の世
界がすべてはなく，所有権の保護とそれに基づ
く経済活動という世界の外側にある道徳の領域
において貧民救済は取り扱われるべきだとして
いるのである．実際，スミスは，狭義の正義の
領域には属さないモラル・エコノミーの慣習的
権利を認めているとも受け取れる表現をしてい
る．「乞食はわれわれの慈善の対象であってそ
れを要求する権利をもっていると言っていいか
もしれない．しかし，われわれが権利という言
葉をこのように使用するとき，それは本来の意
味においてではなく，比喩的な意味においてな
のである」．10） これは，たしかに，モラル・エ
コノミーの法的正当性を否定した文章とも受け
取れる（実際，トムスンはそのように受け取
る）．しかし，この文章のあとに，先に引用し
た「諸法の管轄下にないために良俗の体系 a 
system of morallsに属する」という文章が続く
ことを合わせて考えると，厳密な法と正義の領
域において救貧的分配は「権利」とは見なせな
いにしても，道徳の領域においては慣習的「適
宜性」をもつものであることをスミスは認めて
いると解釈した方が妥当であろう．

スミスにおける貧民救済の問題は，したがっ
て，市場メカニズムの問題に限らず，『道徳感
情論』における慣習的救貧対策の問題をも含め
て考察せねばならない．その際，スミスは明示
的に救貧プランを体系的に示した訳ではないこ
とに注意が必要である．11） スミスも時代の子で
ある．スミスに思想は，いかに広範な現象を包
含しているとはいえ，スミスが注目する現象に
注意が限定されているのである．スミスの救貧
問題を考える際には，明示的には書かれない
が，同時代においては前提とされていた当時の
現実を踏まえた上で，スミスが市場メカニズム
とそれによる貧民の雇用を考えていたと推測す
ることが適切である．そのことは，市場メカニ
ズムの書かれざる諸前提を明らかにすることに
もつながることであろう．
なおかつ，スミスにおける貧民救済問題は，

市場メカニズム重視か福祉国家路線かという二
項対立にとらわれると見えなくなってしまう．
古くはウェッブ夫妻は福祉政策・社会政策とい
う観点から救貧法を振り返り，救貧法の不備を
指摘した．12） 福祉国家を頂点とする救貧政策の
発展史というウェブ夫妻の福祉史観にたいし
て，さまざまな批判が加えられる一方，50～
70年代の福祉国家の展開というイギリスの現
実の反映から，救貧法の研究は進展した．ただ
し，ここ 20年では，「下からの歴史」への関心
の高まりのもと，「窮乏した人々」への関心か
ら救貧法研究が発展した）．13） 福祉国家や自由
主義かという二項対立には還元できない 18世
紀の救貧体制を踏まえた上で，スミスの著述を
解釈する必要がある．14）

以下，本稿では，18世紀イギリスにおける
救貧体制を概説した上で（第 2節），『道徳感情
論』における慈善による救貧問題（第 3節），
『国富論』における市場メカニズムと救貧の関
係（第 4節）を論じたい．

II　18世紀の救貧体制

そもそも，18世紀イングランドにおいて，
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救貧法は各地域（教区）に貧民救済のための負
担と貧民の救済を義務付けるものであったが，
国家が貧民救済という再分配の担い手ではな
かった．あくまで地域が主体となった貧民救済
の仕組みであった．15）

救貧法研究において，1980年代以降，自由
主義か福祉国家かという対比で 18世紀の福祉
を検討する視点を超えて，国家・地方行政の福
祉に加えて，慈善団体，親族・家族など福祉の実
施主体の多様性を指摘し，特に自発的慈善活動の
役割を重視する「福祉複合体mixed economy of 
welfare」という観点から 18世紀イギリスの福
祉体制を見る研究が進展した．また，救貧法の
みならず，家族・血族のネットワーク，共有地
の利用，慈善団体，地域扶助など多様な手段を
駆使しつつ生き残りを図る貧民の経済を「メイ
クシフト経済」（生存維持の経済）として捉え
られるようになってきている．16） ただし，地域
差があり，イングランドの南部と東部の農村地
帯では，家族が生産の基礎的単位である経済の
崩壊，共有地による収入源の喪失などにより，
救貧法が貧困救済と社会的安定の主体であっ
た．これに対して，イングランド北部および西
部では，救貧法の受給額が低く，貨幣の他に食
料などの現物支給があったことを考慮しても，
救貧法による給付のみでは生活できなかった．
私的慈善が救貧に重要な役割を果たした．17） 荒
蕪地や共有地がまだ大規模に残っていたので，
それらの土地の利用によって収入を確保でき
た．18） 労働もまた重要な役割を果たした．教区
委員は，墓地の清掃や悪天候での道路の維持な
どの教区の仕事を貧民に与えたりもした．19）  
親戚付き合いにより，直接物質的援助が貧民に
与えられることにより，救貧法の救済対象とな
ることから逃れるか，あるいは共同体からの扶
助の足しにする場合も多かった．20）

救貧法は十全な救貧対策ではなかったかもしれ
ないとは言え，18世紀には救貧法による年間の支
出額は大幅に増加し，40万ポンド（1696年），
689971ポンド（1748–50年の平均），1529780ポン
ド（1776年），2004238ポンド（1783–5年の平

均），4267965ポンド（1802–3）と激増し，人
口に占める救貧法受給者の割合も 18世紀の経
過の中で 3倍強になったと推計されている．21）  
この時期を通じた私的慈善の総額は不明である
が，1790年代から 1803年にかけては，年間約
600万ポンドであったと推計されている．22）  
1690年代から 1720年代にかけての経済危機お
よび 18世紀前半の人口動態の変化による相対
的な高齢者の割合の増加により，救貧法の受給
者が増加した．近年，高齢のようなライフサイ
クルに伴う貧困がこの時代多かったことが知ら
れるようになってきたが，そのような研究と上
述の推計は符号する．18世紀後半には状況が
変化し，人口も価格も上昇し，高齢者の割合は
減少した．しかしながら，子供の比率の上昇
と，労働可能な人によって支えられなければな
らない人の割合の上昇に伴い，労働可能な人へ
の通常のあるいは臨時の救貧法による支払いが
増加した．一人当たりの救貧の給付は，17世
紀には都市の方が農村より高かったが，18世
紀中葉における救貧法議論を通じた農村の貧困
の「発見」や囲い込みにより，18世紀後半には，
農村の方が都市よりも給付額が高くなった．23）

救貧法の 1722年の改正により，各教区は
ワークハウスを建てること，およびそこに入る
のを拒否した人に救貧の給付を拒否できること
が規定された．各教区は，ワークハウスの運営
を請負業者に委託することで，役割を回避しよ
うとした．18世紀において，自然法理論の影
響を受け，あらゆる労働能力のある個人は働く
べきであり，それを拒否した者は罰せられるべ
きだという考えが広まっていたことが，この背
景にあると言われる．これにたいして，労働者
の境遇改善の熱意を持つ福音主義者は，無知や
怠惰から脱却し，勤労と節倹の信仰にかなった
生活を労働者に普及させるという運動を行っ
た．とくに，ジョナス・ハンウェイ Jonas 
Hanway（1712–1786）は，ロシアやカスピ海で
の貿易で利益を築いたあと，商人として引退
し，ロンドンの最も見捨てられた貧困層の救済
に，その福音主義から力を注ぐことになる．こ
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れらの人々の現状を記した彼の本は上流階級の
人々に衝撃を与え，金銭的援助を慈善にもたら
した．ハンウェイは，ワークハウスに幼児を収
容することに反対し，それは，物乞いの子供の
記録を正確に取ることを命じる 1761年の法律
につながった．さらに，ロンドンのワークハウ
スで物乞いの子供が高い死亡率であることがわ
かると，1767年には，首都の教区に，6歳ま
での物乞いの子供の扶養とその後徒弟に送り出
すことを規定する法律が制定された．1765年
には，教区による救貧運営の不備を問題視して
いたトマス・ギルバート�omas Gilbertによ
り，複数の教区を，それまでの無給の教区委員
ではなく常勤の事務官を置いて運営の改善をは
かる法律が提案された（貴族院で否決）．加え
て，失業問題の対策には労働力の移動の容易化
が重要であること，浮浪者が出る原因は浮浪者
が法的に登録している場所での雇用の不足にあ
ること（したがって定住法に不備があること）
が指摘され，改善する法案が提出された（た
だ，実際には限定的にしか実現せず）．24）

スコットランドにおいては，救貧法の運営は
教会が主体となっていた．これは，地方自治体
の実行力ある組織体が他になかったことと，救
貧法による租税負担を免れようとする地主や地
域有力者の利害が一致したためである．した
がって，スコットランドにおいては，救貧は自
発的贈与が主体であった．25） 南部では救貧法の
実施が進んでいたものの，ハイランドではあま
り進まないなど，全体として救貧法による貧民
救済は滞りがちであり，1690年代の飢饉のと
きには，人口の 5–15％が，飢餓と飢餓に伴う
疫病のために死亡したと言われている．26）ハイ
ランドでは，部族による救済もあったのであろ
うが，必要な食料が利用できる資源の量を明ら
かに超えていた．27）

18世紀に入ると，スコットランドでは，合
邦に伴い，封建的な貴族中心の統治は徐々に弱
まり，治安判事が徐々に力を得るようになって
きた．これにより，救貧法の実施もまた推進さ
れた．治安判事が，各教区に貧民の調査と名簿

を作り，対象者を救済するよう命じる州政府の
枠組みも形成された．1720年代から 30年代に
かけては，長老派教会が救貧法の実施による貧
困救済を求める議決をし，活動は高まりを見せ
た．28） ただ，大規模なワークハウスは実現され
なかったし，治安判事はイングランドほど力を
持たなかったので，救貧法強制の力をイングラ
ンドほどには持たなかった．救貧対象者の調査
の拒否も多かった．これは，スコットランドに
おいて，治安判事は，地主階級のうちの政治的
に受け入れ可能な人物が選定されているにすぎ
ず，他の多数の地主からの抵抗があると太刀打
ちできなかったからである．29） 18世紀スコッ
トランドにおける救貧法の主要財源は自発的な
寄付によるものである．長老派教会が，教会の
戸口や家々を回りつつ収集するのである．30）

スコットランドにおいて，救貧法受給者は，
女性が男性の倍である．親が生きている場合
は，子供の名前は救貧法名簿にはないが，親の
名前の隣に記述された．孤児は，支えてくれる
家族のもとへ手渡されるか，年金をもらってい
る女性のもとへ手渡された．18世紀中葉の平
均寿命は，37歳強であった．乳幼児死亡率が
高いことによりこの数字が引き下げられている
ことを加味しても，孤児が多い時代であった．
捨て子も孤児も，保護が与えられ，食料や学校
の授業料の支払いのためのお金を支給された．
障がい者についても，伝染病などにより障がい
を負う危険性の高い時代であった．過度の飲酒
もその原因となった．障がい者は，低給とはい
え仕事に就くことができたため，それ自体では
完全は扶助の資格とはならなかった．少額の年
金を受け取るにすぎず，働くか物乞いを行うか
が求められた．

III　スミスにおける救貧の位置付け

第 1節におけるスミス『法学講義』からの引
用で示されたように，スミスにおいて，救貧の
理論的根拠となる配分的正義を，スミスは厳密
な意味での法的権利―義務関係の対象から除外
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し，それを道徳の領域に移した．31） 『道徳感情
論』においても述べられているように，「他人
にぞくするものにたいしては手をひかえ，われ
われがおこなうように強制されるのが適切であ
るすべてのものごとを，自発的におこなう」交
換的正義にたいして，配分的（分配的）正義と
は，「適切な慈恵，われわれ自身のものの適切
な使用および，それをわれわれの境遇において
はそう適用するのがもっともふさわしい慈善的
なあるいは寛容な諸目的に適用する」ものであ
り，「この意味においては，正義はすべての社
会的徳を包含する」のである．32） 配分的正義の
領域は，かくして狭義の正義の領域ではなく，
徳の領域に属することになる．
配分的正義の問題を『道徳感情論』の世界で

取り扱うことにしたことは，スミスが，『法学
講義』に見られるスミスの自然法学体系におい
て救貧法を論考の対象として取り扱わないとい
う結果を伴った．さらに，そのことは，所有権
と人身の保護と法の支配を前提としつつ，経済
的な契約・取引の諸関係を取り扱う『国富論』
の世界においても，定住法という移動の自由を
縛る救貧法の関連法について経済学的に議論し
ながらも，救貧法それ自体の是非という道徳上
の次元が含まれる問題については議論しないと
いう結果を伴った．後述のように，確かに，
『国富論』においては，市場メカニズムが配分
的正義に代わって，雇用を提供する役割を果た
している．しかし，そのことは，配分的正義そ
のものが不必要であることを意味しない．政府
による強制からは外れるが，『道徳感情論』に
おける，自発的な道徳的営為を取り扱う箇所に
おいて，慈善という形で配分的正義の問題は取
り扱われているのである．したがって，本節で
は，『道徳感情論』において，スミスが救貧を
どのように取り扱ったのかを考察したい．
まず，前提として，貧民を救おうとする人間

の慈善精神について，スミスはそれが利己心が
隠された偽善のみに還元できないと考えていた
ということを把握することが重要である．『道
徳感情論』冒頭において，スミスは，

人間がどんなに利己的なものと想定されうるにして
も，あきらかにかれの本性のなかには，いくつかの
原理があって，それらは，かれに他の人びとの運不
運に関心をもたせ，かれらの幸福を，それを見ると
いう快楽のほかにはなにも，かれはそれからひきだ
さないのに，かれにとって必要なものとするのであ
る．この種類に属するのは，哀

ピ テ ィ ー

れみまたは同
コンパッション

情で
あって，それはわれわれが他の人びとの悲惨を見た
り，たいへんいきいきと心にえがかせられたりする
ときに，それにたいして感じる情

エモーション

動である．33）

と論じる．スミスにおいて，同感 sympathyと
は，哀れみのみならず，想像上の立場の交換を
通じた他者との感情の共有一般を指す語である
が，哀れみのような道徳的感情も説明するもの
である．他者の困苦を見て，心のなかで想像し
てわれわれはその人の境遇になってみて，自分
も同じ状態だったらさぞ辛かったことであろう
と想像し，困苦している他者に同感する．同様
にして，自分が困苦に陥っているとき，他者か
ら共感が得られることは，困苦への癒しとな
る．34） このことは，困窮に陥っている人にたい
して，人がその人の立場に立って考える根拠を
与える．したがって，スミスにおいて，救貧の
原動力となる人間本性の慈善心は偽りのものと
捉えられていない．
ただし，人間の悲嘆への同感は，歓喜への同

感と事情が異なる．他人の歓喜に同感すること
は快楽を伴うので，他人の歓喜には，それがさ
さいなものであっても，人は容易に同感する．
しかし，悲嘆はそれ自体は苦痛であるので，
「われわれ自身の不幸であるばあいでさえも，
当然に悲嘆に抵抗ししりごみする．われわれ
は，それをまったく心にいだかないように努力
するか，あるいは心にいだくやいなやふるい落
とそうと努力するだろう」し，他人の悲嘆につ
いても，なるべく同感しないでおこうという動
機が働くので，ささいなことでは同感しない．35）  
それは，歓喜よりも悲哀による苦痛の方が感じ
方が鋭く，「同感ということばは，そのもっと
も固有で始原的な意味においては，他の人びと
の受難にたいするわれわれの同胞感情をあらわ



アダム・スミスにおける貧困対策問題 79

すもので」あるにもかかわらず，なのであっ
た．36）

スミスは最晩年に出版された『道徳感情論』
第 6版において，その同感の不均等の悪影響
について考究を深める．人は，富裕な人と想像
上の立場の交換をすれば快楽が得られ，貧困に
陥っている人と想像上の立場の交換をすること
は，それ自体は苦痛である．こうして，富裕な
人に容易に共感し，貧困に陥っている人にあま
り共感せず軽蔑するという「道徳感情の腐敗」
が生じるのである．スミスが述べるには，「富
と地位とは，しばしば英知と徳だけにふさわし
い尊敬と感嘆とをもって見つめられ，悪徳と愚
行だけが固有の対象であるあの軽蔑が，しばし
ばきわめて不当に貧困と弱さにあたえられる，
ということは，あらゆる時代の道徳学者たち
の，不満であった」．37） それにたいして，スミ
スが述べるには，「すべての中流および下流の
専門職においては，真実で堅固な専門職の諸能
力が，慎慮，正義，不動，節制の行動と結合す
れば，成功しそこなうことは，めったにありえ
ない」が，上流階級は，地位ある人へのおもね
りが出世への道であり，徳よりも優先されがち
である．38）

この慈愛心の不均等さは，救貧の不均等さに
つながる．前節で述べたように，この時代の貧
困はライフサイクルに伴うものが多かった．だ
が，自然は，親の子にたいする愛着を，子の親
にたいする愛着よりもはるかに強いものとし
た．子供の扶養に必要だからである．道徳家が
子供が両親への親切と返礼を強調するのも，こ
の不均等さの所以である．同様に，「未亡人た
ちの，見せびらかしの悲哀は，不誠実なもので
はないかと疑われてきた」．39） すなわち，高齢
の両親や寡婦を子供・親族が扶養することは，
親の子供にたいする愛着ほどには，自然な情愛
の念が培われないことや，その結果としての高
齢の両親や寡婦の扶養が怠りがちになることが
ありうることをスミスは暗示している．
しかしながら，このような愛着の不均等さが

近親にたいして存在するとはいえ，近親への自

然的愛着が存在する親族関係とは貧者にたいす
る感情は大いに異なりうる．スミスは，

たんなる財産の欠如，たんなる貧困は，ほとんど同
情をかきたてない．それについての嘆きは，同胞感
情の対象となるより，むしろ軽蔑の対象となる傾向
が，あまりに大きい．われわれは乞食を軽蔑する．
そして，かれの強いせがみは，われわれから施し物
をしぼりとるであろうが，かれがかりにもなにか真
剣な哀れみの対象であることは，めったにない．富
裕から貧困への転落は，それが受難者にたいして，
もっとも真実の困苦をひきおこすのがふつうである
ように，それが観察者のなかにもっとも真剣な哀れ
みをひきおこしそこなうことは，めったにない．社
会の現状においては，この悲運は，〔中略〕たいへ
ん哀れまれるので，貧困の最低の状態におちいるの
を，かりにも放置されることはめったになく，かれ
の友人たちの資力によって，しばしば，かれの浅慮
について不平をいう理由が十分にある債権者たち自
身の寛大さによって，ほとんどつねに，ささやかで
はあるが品位ある，ある程度の中庸の状態に維持さ
れる．40）

と述べる．この引用は，スミスが当時の人びと
の実態を描写したものであり，スミス自身考え
るあるべき人間像を示したものではないことに
注意する必要がある．すなわち富裕階級は，仮
に貧困に転落したとしても，親族・友人・取引
先のネットワークにより，当時の現状では通常
救済されているとしているのである．それと異
なり，元来の貧者や物乞いは，積極的な同情と
慈善の対象にはなっていないというのが，スミ
スの同時代認識である．これは，当時身分社会
であり，身分というものが人間のアイデンティ
ティーのうえできわめて重要な社会であったこ
とを考慮する必要がある．身分の転落は当時の
社会において重大なことであり，したがって積
極的な慈善の対象ともなった．これにたいし
て，もともとの貧困層は，当時の身分社会に
あっては，慈善の対象どころか軽蔑の対象にさ
えなっていたのである．これらをまとめると，
スミスの認識では，慈善による救貧は，対象ご
とに不均等さがあったということである．両親
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や寡婦も場合によっては子供や親族によって面
倒を見てもらえないことがあった．ただし，血
縁者については，たとえ自然な慈善の念が生じ
ないにしても，世間が求める通常の適切な慈善
の程度というものがあった．スミスの考えで
は，他者に共感されたり，あるいは他者に共感
したりという経験を積み重ねて，人間は行為の
適宜性についての感覚を培う．41） 慈善について
も，通常望ましいとされる慈善の程度があり，
それは困窮した血縁者の扶養を求めており，そ
れが血縁者への慈善の念の自然的欠如を補う．
これは，救貧にとって，血縁者のネットワーク
が当時重要だったことを裏付けている．ただ
し，貧者や物乞いに至っては，同情さえ寄せら
れないことが通常であった．
ただ，スミスはそのような社会を望ましいと

は考えていない．「人間社会の全成員は，相互
の援助を必要としているし，同様に相互の侵害
にさらされている．その必要な援助が，愛情か
ら，感謝から，友情と尊敬から，相互に提供さ
れるばあいは，その社会は繁栄し，そして幸福
である」と述べるのである．42） 「全成員」という
ことは，通常はその困窮について同情の対象と
はなっていない貧困層も，本来は慈善の対象と
して取り扱われることがスミスは望ましいとし
ていることを暗示している．
ただ，そのような慈善は理想としては存在す

るにせよ，社会存立の必須の条件ではない．
「しかし，必要な援助が，そのように寛容で利
害関心のない諸動機から提供されないにして
も，また，その社会のさまざまな成員のあいだ
に，相互の愛情と愛着がないにしても，その社
会は，幸福さと快適さは劣るけれども，必然的
に解体することはないだろう．〔中略〕それは
世話を，ある一致した評価にもとづいて損得勘
定で交換することによって，いぜんとして維持
されうるのである」．43） すなわち，欲得づくで
はない慈善による相互の必要の充足（互酬性）
ではなく，商品交換に見られるような市場メカ
ニズムによる相互の必要物の充足によっても，
社会は存続可能である．スミスは，「社会は慈

恵なしにも，もっとも気持ちがいい状態におい
てではないとはいえ，存立しうるが，不正義の
横行は，まったくそれを破壊するにちがいな
い」として，44） 慈善は任意的なものであり，正
義は強制されるべきものであるという区別を設
ける．
このことは，一見するとスミスが慈善が不必

要なものであると述べたかのような印象を与え
る．ただし，前段落の引用箇所は，スミスが社
会存立にとって何が不可欠か，したがって何は
強制されてもよく何は強制されてはいけないか
を考究する場面で登場したということに注意す
る必要がある．正義の維持は社会の維持にとっ
て最低限必要であり，強制されてもよいのであ
る．慈善は強制してはいけないものであり，あ
くまで個人の自発性にゆだねられるべきであ
る．慈善というものは，本来は個人の任意性の
領域に属するが，前節述べたように，この時代
のスコットランドにおける慈善は具体的には教
会が担っていたということに注意する必要があ
る．日曜礼拝の際に教会が集める寄付金は，た
しかに形式的には任意のものであろうが，実質
的には強制に近いものがある．本来は任意性に
属すべき慈善の領域が，実質的には強制に近い
ことにたいして，スミスはここで反発している
のだ，と解釈することも可能である．ただし，
完全な任意性にもとづく慈善による社会はスミ
スにとって望ましいものである．したがって，
スミスは慈善を否定しているわけではない．45）

実際，イングランドでは，1690年代には会
費制慈善が広まっていた．18世紀初頭には，
慈善学校が広まったし，1720年代からは篤志
家による慈善施設が普及した．これらは会費制
度であった．会費制とそれ以前の違いは，後者
とちがい，前者は，地域政府と正式なつながり
がなかったことである．イングランドは福祉に
おいて進んでいるという認識がこれにより広
まった．エディンバラやグラスゴーでさえ，
ワークハウスが私的慈善により運営されるな
ど，スコットランドは私的慈善が救貧を支えて
いた．46） これらの自主性に基づく慈善の実施の
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実態が，スミスに強制ではない慈善の可能性に
ついて言及する前提となっているのである．
ただ，任意的慈善がいくら望ましいし，ある

程度普及しているとはいえ，社会全体に十分な
ほどに実際に普及しているわけではない．この
ことは，前述したように，困窮者への同情の念
の不均等さによく示されている．慈善の念が十
全にはないならば，教会が実質的に慈善を強制
するのは，やむを得ないとの考えもあり得るで
あろう．困窮者の救貧という当時の社会的必要
を考えると，ある程度の慈善は必要不可欠だか
らである．これに対して，スミスは，

すべての文明国民の法律は，両親にその子どもたち
を扶養する責務を，子どもたちにその両親を扶養す
る責務を負わせ，慈恵にかんする他の多くの義務
を，人びとに課している．為政者は，不正を抑圧し
て公安を維持するだけの権力ではなく，善良な規律
を樹立し，あらゆる種類の悪徳と不適宜性をくじく
ことによって，公

コモンウェルス

共社会の繁栄を促進する権力をも
信託されている．47）

と述べている．この箇所は，救貧法による相互
の慈善の命令をスミスが容認していたことを示
している．救貧は厳密には任意性の領域に属す
る．しかし，社会にとって必要な慈善が，任意
性にもとづいては必ずしも確保されない現状で
は，法令による強制はやむを得ない．このこと
は，一見すると，慈善の強制を否定した先の引
用と矛盾する．これを読み解くには，当時の社
会の背景に思いを致す必要がある．
ここで重要なのは，当時のスコットランド社

会において，長老派教会が，行動の規律の規制
の面で重要な役割を担っていたという現実であ
る．しかし，ここでスミスは，教会ではなく，
為政者が，相互の慈恵を命じることができると
しているのである．ただし，「これはおそらく，
立法者のすべての義務のなかで，適宜性と判断
力をもって実行するために，最大の細心と抑制
を必要とする」のであり，それを無視すること
は自由を破壊すると述べる．48） 慈善は内面の良
心にかかわる問題であり，内面の良心は自由の

根幹にかかわる問題である．教会関係者が慈善
を強制することは内面の自由の破壊となりかね
ない．社会的に必要な慈善は，公益性という観
点から為政者がなした方が，内面の自由の確保
という観点からするとよりましであろうが，そ
れでも内面の自由の破壊とならないように細心
の注意が必要である．このようにスミスは判断
していたと解釈することも可能である．
人びとが慈善的である社会では，自発的な慈

善でもって相互の不足を満たすこともできよ
う．しかし，同情が不均等にしか働かない社会
では，正義と並んで，社会維持に必要な慈善は
法令により強制されざるを得ない．しかし，同
時に，教会勢力による内面の良心の侵害となら
ないよう，あくまで為政者が法令としてそれを
命じることをスミスは求める．慈善は本来，法
的強制にふさわしくない．しかし，貧困を救う
には教会か法かどちらの二者択一を迫られる場
合に，スミスは法を選択する．
では，具体的には，誰を慈善の対象としてス

ミスは把握していたのか．ヘンリー・フィール
ディングは，貧民という言葉で，労働しないと
自活できず，自分の財産のない人たちのことを
指す，と述べる．それは三つに区分される．1，
働くことのできない貧民，2，働くこともその
意欲もある貧民，3，働くことはできるが，そ
の意欲のない貧民，である．1には障がい者や
病人が含まれるが，数は少ないとフィールディ
ングは述べる．数が少ないので，これらのひと
びとに食を与えることは，公共にとってきわめ
て容易である，と主張する．第二の区分の人た
ちは，いわゆる非自発的失業者や労働している
が困窮しているひとたちのことである．勤労意
欲のある貧民にたいしてあまねく雇用を見つけ
ることは，大いに困難である，と述べる．第三
の区分のひとたちはもっとも多いのであるが，
ワークハウスに強制的に収容すべきであると述
べる．49）

この三つを明示的に区別したうえでスミスは
議論した訳ではないが，この区分に即して貧民
の取り扱いの分類を推測することは可能であ
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る．そのうち，1については，文字通り，労働
ができない存在であるから，労働による貧困か
らの脱却が可能な存在ではない．困窮する高齢
者の扶助にたびたびスミスが言及していること
からも，スミスが彼らを慈善と救貧法による救
済対象とみなしていたことの推定が可能であ
る．当時の 1への救貧網の存在をスミスが暗
黙のうちに前提としていたと考えることも可能
である．

3について，スミスは，労働能力はあるが勤
労意欲がない状態を想定しているようには思わ
れない．なぜなら，勤労は高賃金によって促進
されるからである．そして，高賃金は経済成長
によってもたらされる．逆に，賃金が低いとこ
ろでは，労働者は勤労にあまりならない．そし
て低賃金は経済の停滞によりもたらされる．実
際，「賃金が高い所では，賃金が低い所よりも，
たとえばイングランドではスコットランドより
も，大きな町の近隣では遠隔の農村地方より
も，職人が活動的で，勤労で，てきぱきしてい
るのをわれわれはつねに見るだろう」．50）すな
わち，人々が勤労かどうかは，人々が勤労意欲
があるかどうかという道徳的問題ではなく，社
会状態に依拠するということである．こうし
て，フィールディングら同時代人にありがちで
あった，働けるのに勤労意欲がないとされる貧
民への不平を退けたのであった．
物乞いの場合でさえ，スミスは道徳的観点か

ら検討しない．スミスが述べるには，

善意の人びとの慈善が乞食に生活資料のすべてを提
供するのはたしかである．〔中略〕彼がそのときど
きに必要とするものの大部分は，他の人びとのそれ
と同様に，話し合いや，交換や，購買によって，満
たされるのである．ある人が与える貨幣で彼は食物
を買う．別の人がくれる古着を，それより自分に合
う別の古着と交換したり，一夜の宿や食物と交換し
たり，あるいは必要に応じて食物なり衣類なり住居
なりを買うことのできる貨幣と交換したりするので
ある．51）

たしかに，慈善は物乞いに必要なものを提供す

るかもしれない．しかしながら，物乞いは，生
活に必要なものを得るために，他者との交換や
売買を行い，経済社会の中で活動する．このこ
とは，物乞いであっても，慈善や救貧に完全に
依拠するのではなく，多様な資源を駆使しつつ
自己の生存を図るメイクシフト経済を反映した
ものと言える．そして，スミスにおいてメイク
シフト経済の根幹には，経済活動が存在した．

2についてスミスは，慈善によらず労働によ
り貧困からの脱却が可能と考えている．冒頭に
引用したように，富者の奢侈による消費で，貧
者が雇用を得ることを通じて，富者は，「見え
ない手に導かれて，大地がそのすべての住民の
あいだで平等な部分に分割されていたばあい
に，なされていたのとほぼ同一の，生活必需品
の分配をおこなうの」である．52） この点は，『国
富論』でより詳しく扱われる．

IV　貧困と市場メカニズム

本節では，スミスが市場メカニズムによる貧
困解消をどう考えていたのかについて説明した
い．
前節末で述べたように，スミスにおいては，
労働者が勤労かどうかは，意欲の問題ではな
く，社会状態の問題であった．こうして，スミ
スは，労働を道徳の領域から経済学の領域へと
移行させる．
まず，前提として，当時の経済学論説におい

て一般的であった低賃金は商品の輸出競争力の
源泉なので望ましいという意見に対して，労働
者の高賃金は社会にとって有益であることを説
く．スミスが述べるには，「さまざまな種類の
使用人，労働者，職人は，どの大きな政治社会
でも圧倒的部分をなしている．しかし，この大
部分の境遇を改良するものが，全体にとって不
都合であるとみなされるはずはけっしてありえ
ない．成員の圧倒的大部分が貧困でみじめであ
るような社会が繁栄し幸福であることは，たし
かに，ありえない」．53） このように，一般労働
者層の高賃金による境遇改善は，社会にとって
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望ましいものであることを主張する．
貧困は具体的な社会的悪影響を及ぼす．「貧

困は，出産を妨げはしないとはいえ，子どもの
養育には極度に不都合であり」，貧困層の子ど
もの死亡率は高いし，さらに，「捨て子の養育
院では，また教区の慈善事業で養育された子ど
もたちのあいだでは，死亡率はふつうの民衆の
子どもたちのあいだでよりもさらに大きいので
ある」．54） 貧困は子どもの養育や生存にとって
悪影響である．さらには貧困の帰結としての捨
て子は，子どもを劣悪な環境にさらすことにな
る．
こうしてスミスは，賃金が決定される要因を

説明する．労働の賃金の上昇は，国富の大きさ
ではなくそれが引き続き上昇していること，す
なわちそれぞれの国の収入と資本の増大に起因
する．資本の増大は，雇用を増大させるし，労
働者を確保するための賃金の上昇をもたらすか
らである．イングランドや北米がそれにあた
る．55） 一国の富がきわめて大きくても，その国
が停滞しているならば，労働の賃金は低い．な
ぜならば，賃金の支払いに充てられる原資の大
きさが同一ならば，毎年の就業労働者数は翌年
必要な労働者数を容易に満たし，人手不足は
めったに起こらず，労働供給の過剰が生じ，か
くして賃金は下落するからである．中国がこの
状態にあたる．56）

さらに，ベンガルのようなイングランドのイ
ンドにおける植民地では，労働の維持にあてら
れる原資が目立って減少している．そこでは雇
用不足が深刻で，「雇用を求める競争がはげし
く，労働の賃金を労働者のもっともみじめで乏
しい生計の水準まで引き下げるだろう．多くの
人びとはこうしてきびしい条件でさえ雇用を見
つけることができず，飢えるか，あるいは乞食
するなり極悪非道をおかすなりして，生計を求
めることになる」として，東インド会社の抑圧
的植民地経営がベンガル飢饉の原因になったこ
とを非難する．57） かくして，賃金の高低は社会
状態に依拠するのである．
さらに，高賃金は人口増加をもたらす．多数

の子どもを労働者が養育できるようになるから
である．人口増大による生産の拡大で労働への
需要はさらに拡大し，それはさらに人口増加を
促す．ただし，このプロセスは無限ではない．

もし報酬がこの目的に必要な額以下であれば，人手
の不足が報酬を引き上げるだろうし，また，もし報
酬がそれ以上であれば，人手の過度の増殖がまもな
くそれをこの必要な率に引き下げるだろう．市場
は，一方のばあいには労働供給が不足であり，他方
のばあいには労働供給が過剰なのだから，遠からず
その差だけ，労働の価格をその社会の事情が必要と
する適当な率まで引きもどすだろう．このようなし
かたで，人間にたいする需要は，他のどんな商品に
たいする需要とも同じように，必然的に人間の生産
を規制し，その進行があまりにゆるやかなときには
促進し，あまりにも急速なときには停止させるので
ある．58）

すなわち，人口増加に必要な賃金を実際の賃金
が下回れば，人口増加が止まり，したがって労
働供給が需要より下回り，やがて報酬は再び上
昇する．逆に，人口増加に必要な賃金を実際の
賃金が上回れば，人口は増加し，やがて労働供
給が需要より上回り，賃金は再び下落すること
であろう．この説明は，労働供給が生殖により
変化が長期的に把握されている一方，労働需要
は労働供給以上にゆるやかに変化することを前
提としている．そうでなければ，労働供給が労
働需要を下回ったり上回ったりする局面が訪れ
ないからである．しかし，人口の増減は消費に
即座に影響し，短期間のうちに労働需要に影響
を与えるであろうから，この説明はいささか奇
妙である．
しかも，このようなスミスにおける市場メカ

ニズムによる労働量の調整は，例えば，経済の
停滞下で見られる失業や低賃金という現象に対
して，当座の短期的対策を示すものではない．
その意味で，具体的な失業や低賃金に，スミス
の理論がうまく対処できるか疑問の残るところ
である．
ただ，中・長期の視点で，スミスは富裕は分

業の結果もたらされるものであることを説く．
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そして，分業は市場の拡大の結果であり，市場
の拡大は，中国のように鎖国を行うことや，東
インド会社のように自由貿易を阻害することに
よっては達成されない．それが中国や東インド
会社の支配地域での低賃金の原因となってい
る．市場が拡大すると，生産物の市場が広が
り，より細分化された生産でも暮らしていける
ようになることから，生産は細分化・専門化
し，それが生産力の拡大につながり，資本は増
加し，賃金は上昇する．
中・長期の一般的視点からは，労働と資本が

自由に使用されてこそ，需要のある必要な分野
に投資がなされ，労働力は移動し，経済は活性
化する．しかし，そのような労働と資本の移動
を阻止する要因も存在する．一つには，同業組
合の存在である．同業組合はある職業への自由
な参入を阻止する．そして，徒弟条例によっ
て，類似した別の産業へと雇用先を変えること
を困難にする．たとえば，無地の麻織物と無地
の絹織物の織り方はほとんどまったく同じであ
り，無地の毛織物の織り方との相違も少ない．
したがって，もし同業組合と徒弟条例による参
入と労働力の移動の規制がなければ，「この三
つの主要製造業のどれかが衰退しつつあるよう
なばあいには，職人たちは，より繁栄状態にあ
る他の二つどちらかに活路を見いだすことがで
きただろう．そして彼らの賃金は，繁栄してい
る製造業で上昇しすぎることも，衰退している
製造業で低下しすぎることもないだろう」が，
実際にはそうではなく，衰退する産業から移動
することができない．イングランドではあまり
発達していない麻織物産業の職人たちは，「徒
弟条例が行われているところではどこでも，教
区の保護を受けるか，それともふつうの労働者
として働くかするほかに選択の余地がない．と
ころがふつうの労働者として，彼らはその習性
によって，彼ら自身の製造業に多少とも似てい
るどの種類の製造業にたいしてよりも，はるかに
適格性を欠くのである．したがって彼らは一般
に教区の保護を受けるほうを選ぶのである」．59）  
すなわち，労働と資本の移動の自由の規制が，

労働能力のある者の救貧法による給付をもたら
しているというのである．スミスはここで労働
能力のある者が救貧法の受給者となっているこ
とを認める．しかし，それは，本人が「怠惰」
であるからなのではなく，あくまで労働と資本
の移動の自由の欠如が原因となっているのであ
る．
同業組合の問題とならんで，救貧法に関連す

る定住法が，労働の自由な移動を妨げている．
それは，「イングランドの行政のあらゆる混乱
のなかでおそらく最大のものである」として，
スミスは非難する．60）

スミスはここでイングランドの救貧政策を説
明する．そもそも，修道院の破壊によって宗教
施設からの慈善を奪われたのち，エリザベス女
王時代に，救貧法が制定され，各教区は教区税
でまかないつつ，貧民救済の義務を負うことに
なった．しかし，自教区の貧民の維持は負担に
なることから問題が生じた．チャールズ二世の
時代に，だれでも 40日平穏に居住すれば，救
貧法の給付対象となる定住権を得られると規定
された．この結果，教区の役員が，他の教区に
40日間潜伏させて，他の教区で定住権を得さ
せようとする詐欺が横行したという．ただ，そ
のような侵入者をなるたけ阻止しようとどこの
教区もするので，結局のところ，貧しい人が
40日の居住で定住権を得ることはほとんど不
可能であった．61）

定住法は経済に悪影響をもたらすものであっ
た．スミスが述べるには，

イングランドで，相互にあまり遠く隔たっていない
所でも，労働の価格がひじょうにちがうのを，われ
われはしばしば見かけるが，これはおそらく貧しい
人が証明書なしで彼の勤労を一教区から他教区へと
移そうとするのを，定住法が阻止しているためだろ
う．〔中略〕一教区での人出不足が，スコットラン
ドでつねにそうであるように，他教区での人出過剰
によって救われるとはかぎらないのである．〔中略〕
非行をおかしたことがない人を，彼が住みたいと
思っている教区から退去させるのは，自然の自由と
正義の明白な侵害である．〔中略〕私はあえていう
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が，四〇歳になるイングランドの貧しい人で，生涯
のうちいずれかの時期に，定住法というこの悪法に
よってもっとも残酷に抑圧されたと感じたことがな
い人は，ほとんど一人もいない．62）

スミスにとって，定住法の移住規制は，労働の
移動の自由を阻害し，ひいては労働の移動によ
る労働の適正な配置と労働の調整を阻止するも
のであった．ここで，スミスは救貧法それ自体
の是非については論じていない．このことの解
釈には困難を伴い，推測を余儀なくさせるが，
少なくとも言えることは，救貧法を廃止すべき
だと言っていない，ということである．前節
で，『道徳感情論』に即して検討した際に明ら
かになったように，スミスは，救貧法のような
相互の慈善の命令を否定しておらず，肯定して
いる．救貧法の妥当性そのものをスミスは否定
していない．ただ，救貧法に伴う定住法の害悪
を指摘するのである．ただ，定住規定をなくせ
ば，救貧法上の給付対象をどのように決定すれ
ばよいのであろうか．スミスはその問題に言及
せず，あいまいなままにとどめている．救貧法
についてはあいまいであり，かつ市場による労
働の需給の調整を強調するスミスの考えは，救
貧法のような福祉政策がなくとも，市場メカニ
ズムで貧困対策は十分であるという 19世紀的
自由放任主義の主張するような形で，スミスを
解釈する余地を与えた点で，重大な結果を与え
たとも言える．
なおかつ，このスミスの主張はミスリーディ

ングであり，実際には，定住法は，貧困のとき
の教区の給付の保証であり，それは移動の自由
を補って余りあると労働者の側は認識していた
ことを，スミスは見落としているのであるのと
の研究もなされている．63）

ただ，ここで重要なのは，なぜスミスが定住
法をこれほどまで非難したのかという点であ
る．スミスにとって，彼の経済学の原理である
市場メカニズムによる資本と労働の最適配分が
行われるためには，資本と労働の移動の自由が
存在せねばならなかった．定住法はその障害と

なっているからこそ，スミスは非難する理論的
必要性が生じることになったのである．
そして，資本と労働の移動の自由こそが，ス

ミスにとって貧困解消策と労働力需給の不均等
の解消策として重要なものであった．労働の移
動の自由の規制こそが，労働の最適配分を阻止
し，不自然な失業を生み，救貧法による給付の
必要性を増大させているのであった．スミス以
前に救貧の方策を論じた諸著者は，救貧対策と
してワークハウスを提唱するのが通常であっ
た．歴史的な経緯を辿ると，王政復古から 17
世紀終わりまでは，貧民への福祉への関心は，
働ける貧民への雇用の提供（ワークハウスや矯
正院）の必要性と結び合わされがちであった．
18世紀の初頭には，ワークハウスは，働ける
のに，救貧や慈善に頼って働かない者を，働か
ない方向に誘導しているとして，批判の対象と
なった．64）

18世紀中葉には，貧民へのより寛大な見方
が広まっていた．慈善の推奨，救貧に価する貧
民と価しない貧民のますますの区別，あらゆる
階級の境遇と義務に関心を向ける社会・道徳・
心理の理論の登場，という流れが生じた．第三
については，スミスらスコットランド啓蒙の思
想家が貢献したと言われる．経済著述家の見方
の広まりは，救貧法への不満を加速させた．仕
事を見つけられない貧民と，仕事があっても食
料の高価格時などには貧窮に陥る貧民の問題に
彼らは関心をもった．さらに，ワークハウスは
お金がかかり運営が非効率でうまくいっていな
いという批判も勃興した．65） こうして，貧困へ
の旧来の対処策であるワークハウスが対策とし
て不備であるという理解が広がる一方で，失業
と労働する貧民の問題に関心が集まるが，ワー
クハウスに代わる一致した新たな救貧対策が見
出されないという状況下で，スミスの『国富
論』は執筆されたのである．ワークハウスに
は，「怠惰」な貧民を強制的に労働するという
道徳的発想が見られるが，スミスはその前提と
なる貧困が怠惰によるという発想そのものを前
述のように否定していた．市場メカニズムとそ
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の前提となる資本と労働の移動の自由は，ワー
クハウスに代わるものとして機能するのであ
る．

V　お わ り に

アダム・スミスの救貧対策は，資本と労働の
移動の自由により，資本と労働が最適配分され
ることに，失業や低賃金の問題の対処策を見る
ものであった．資本と労働の最適配分は市場メ
カニズムによって可能となるものである．彼
が，市場メカニズムを説明する一方で，救貧法
の是非について沈黙したことは，彼が市場メカ
ニズムの前提として何を想定していたかについ
て，誤解を招くもとともなりうるものであっ
た．実際には，スミスは，『道徳感情論』にお
いて，困窮者には慈善が必要なことを認識して
いたし，自発的な慈善がある程度の役割を果た
していることを前提としていた．すなわち，メ
イクシフト経済が彼の救貧観の前提にある．た
だ，自発的な慈善だけでは不十分であり，救貧
法のような慈善の強制は実際には必要であると
もしていた．これは，当時の貧困の原因として
大きかった，老齢のようなライフサイクルに伴
う貧困への対策として救貧法が機能しているこ
とを，スミスが暗黙のうちに前提としていたこ
とを意味する．
労働可能者の貧困の問題については，それを

道徳の次元の問題ではなく，社会状態に左右さ
れるものとして，すなわち経済学上の次元の問
題として取り扱った．困窮者について，労働可
能者とそうではないものに明示的に分けて議論
することはしなかったが，当時の実態を前提と
する形で，労働によっては解決されない貧困問
題（慈善）と，労働によって解決可能となる貧
困問題（経済学）を分けて議論していたのであ
る．後者がうまく機能するためには，すなわち
市場メカニズムが貧困対策として機能している
と言うためには，労働によっては解決されない
貧困対策（慈善）が機能している必要がある．
スミスは，後者について，当時の実態を暗黙の

うちに前提として議論しているのであるが，そ
れこそが，市場メカニズムの前提なのである．
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